
職場のトラブルでお困りの労働者、事業者の皆様へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働相談・紛争解決制度 長崎県関係機関連絡協議会 
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 裁判外紛争解決制度（ＡＤＲ※１）・裁判制度によって、個別労働紛争
※２の解決を図る機関・団体です（紛争の内容によっては制度の対象と

ならない場合もあります）。 

●長崎労働局 雇用環境･均等室       ・・・・・・・ｐ.１ 

●長崎県 労働相談情報センター      ・・・・・・・ｐ.４ 

●日本司法支援センター（法テラス長崎）  ・・・・・・・ｐ.６ 

●長崎県弁護士会             ・・・・・・・ｐ.８ 

●長崎県社会保険労務士会         ・・・・・・・ｐ.11 

＜裁判制度を利用する場合＞ 

●地方裁判所  ●簡易裁判所 
 

案 

内 

・ 

紹 

介 

まず、 

相談されたい方 

紛争解決制度を

利用されたい方 

  

各機関・団体のスタッフが、職場のトラブルにかかる労働相談をお受

けし、解決に向け適切なアドバイスを行います。 

また、必要に応じて他の機関、団体を案内しています。 

労働紛争解決機関・団体 

労 働 相 談 機 関 ・ 団 体 

＜ＡＤＲを利用する場合＞ 

●長崎労働局雇用環境・均等室（紛争調整委員会） ・・・ｐ.２ 

●長崎県労働委員会            ・・・・・・ｐ.５ 

●社労士会労働紛争解決センター長崎    ・・・・・・ｐ.11 

※１ 裁判外紛争解決制度（ＡＤＲ)とは､｢訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正

な第三者が関与して、その解決を図る手続｣です（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第１条より）。 

※２ 個別労働紛争（個別労働関係紛争）とは､｢労働条件その他労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主

との間の紛争（労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む）｣とされ

ます（個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第１条より）。 

職場のトラブルでお困りの  
労働者の方  

事業者の方  

 



 

  

 

 

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 

     

 長崎労働局 雇用環境・均等室  情報提供・相談 ＜制度概要＞ 

＜総合労働相談コーナー＞ 

 解雇、雇止め、労働条件引下げ等の労働条件

のほか、募集・採用、職場におけるパワーハラ

スメントなど、労働問題に関係するあらゆる分

野についての相談を受け付けています（相談内

容に応じて他部署、機関等をご紹介する場合も

あります。）。 

 

＜均等法･育介法･パート有期労働法相談窓口＞ 

以下の相談を受け付けています。 

○雇用の分野における性別による差別的取扱

い、妊娠・出産等を理由とする解雇その他

の不利益取扱い、セクシュアルハラスメン

ト、妊娠・出産等に関するハラスメント等

男女雇用機会均等法に関すること 

○育児・介護休業等仕事と家庭の両立支援制

度の利用、これらの利用等を理由とする解

雇その他の不利益取扱い、育児・介護休業

等に関するハラスメント等育児・介護休業

法に関すること 

○パートタイム労働者及び有期雇用労働者の

雇用管理の改善等に関すること 

＊パート有期労働法は中小企業については令和３年

４月１日から適用。それまでは旧パート法が適用

されます。 

 

＜費用＞ 

相談は無料（電話相談の電話代は相談者負担） 

 

＜相談方法＞ 

電話又は面談。予約は不要。 

 

＜相談日時＞ 

●長崎労働局雇用環境・均等室 

総合労働相談コーナー 

均等法･育介法･パート有期労働法相談窓口 

 月曜～金曜日 ８:３０～１７:１５ 

●上記以外の総合労働相談コーナー 

 月曜～金曜日 ９:３０～１７:００  

※土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く。 

＜その他＞ 

詳細は長崎労働局雇用環境・均等室、各総合

労働相談コーナーにお問い合わせ下さい。 

 総合労働相談コーナー   

 均等法･育介法・パート有期労働法

相談窓口 

  

  〒850-0033    

   長崎市万才町７－１   

        TBM長崎ビル３階   

 ○総合労働相談コーナー   

 ＴＥＬ ０９５(８０１)００２３   

 ○均等法･育介法･パート有期労働法相談窓口   

 ＴＥＬ ０９５(８０１)００５０   

 ＦＡＸ  ０９５(８０１)００５１   

    

 長 崎 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー   

 〒852-8542    

 長崎市岩川町１６－１６   

 長崎合同庁舎２階   

 長崎労働基準監督署内   

 ＴＥＬ ０９５(８４６)６３９０   

 ＦＡＸ  ０９５(８４６)２４８０   

    

 佐世保総合労働相談コーナー   

 〒857-0041    

 佐世保市木場田町２－１９   

 佐世保合同庁舎 ３階   

 佐世保労働基準監督署内   

 ＴＥＬ ０９５６(２４)４１６１   

 ＦＡＸ ０９５６(２４)４４３４   

    

 江 迎 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー   

 〒859-6101   

 佐世保市江迎町長坂１２３－１９   

 江迎労働基準監督署内   

 ＴＥＬ ０９５６(６５)２１４１   

 ＦＡＸ ０９５６(６５)２１４２   

    

 島 原 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー   

 〒855-0033   

 島原市新馬場町９０５－１   

 島原労働基準監督署内   

 ＴＥＬ ０９５７(６２)５１４５   

 ＦＡＸ ０９５７(６２)５１４６   

－１－ 

長 崎 労 働 局  雇 用 環 境 ・ 均 等 室 



 

  

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 
 
    

 諫 早 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー  長崎労働局長に 

よ る 助 言 指 導 

＜制度概要＞ 

 民事上の個別労働紛争について、長崎労働局

長が紛争当事者に対し、その紛争の問題点を指

摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事

者による自主的な解決を促す制度です。 

 

＜費用＞ 無 料 

 

＜受付日時＞ 

●長崎労働局総合労働相談コーナー 

 月曜～金曜日 ８:３０～１７:１５ 

●上記以外の総合労働相談コーナー 

 月曜～金曜日 ９:３０～１７:００ 

※土・日曜日、祝祭日、年末年始は受け付け

ていません。  

 〒854-0081  

 諫早市栄田町４７－３７   

 諫早労働基準監督署内   

 ＴＥＬ ０９５７(２６)３３１０     

 ＦＡＸ ０９５７(２６)３３５６   

    

 対馬･壱岐総合労働相談コーナー   

 〒811-5133    

 壱岐市郷ノ浦町本村触６２０－４   

 壱岐地方合同庁舎 １階   

 対馬労働基準監督署壱岐駐在事務所内   

 ＴＥＬ ０９２０(４７)０５０１   

 ＦＡＸ ０９２０(４８)０２４０   

    

均等法・育介法・

パート有期労働

法・労推法に基づ

く長崎労働局長 

に よ る 助 言 、 

指導、勧告 

 

＜制度概要＞ 

 労働者と事業主との間で、男女雇用機会均等

法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇

用労働法、労働施策総合推進法に係る民事上の

個別労働紛争について、長崎労働局長が、紛争

当事者双方の意見を聴取し、双方の意見を尊重

しつつ、法律の趣旨に沿って問題解決に必要な

具体策について助言・指導・勧告することによ

り、解決を図る制度です。 

 

＜費用＞ 無 料 

  

＜受付日時＞ 

●長崎労働局雇用環境・均等室 

 月曜～金曜日 ８:３０～１７:１５ 

※土・日曜日、祝祭日、年末年始は受け付け

ていません。 

   

   

   

   

   

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

長 崎 紛 争 調 整 

委 員 会 に よ る 

あ っ せ ん 

 

＜制度概要＞ 

労働者と事業主との間での民事上の個別労働

紛争について、長崎労働局長から委任を受けた

長崎紛争調整委員会（弁護士等の委員で構成）

から選任されたあっせん委員が、紛争解決に向

けてあっせんを実施します。 

なお、相手方が不参加の意思表明を行った場

合、解決の見込みがない場合及び合意が図られ

ない場合には、あっせん手続きは打ち切り、終

了となります。 

 

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

－２－ 



 

  

 

 

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 

    あっせんは長い時間と多くの費用を要する裁

判に比べ、手続が迅速かつ簡便です。紛争当事

者間であっせん案に合意した場合には、合意さ

れた内容は、民事上の和解契約の効力をもちま

す。 

非公開のためプライバシーは保護され、あっ

せんを申請したことを理由に事業主が不利益な

取り扱いをすることが禁止されています。 

 

＜費用＞  

 無 料 

 

＜受付日時＞ 

●長崎労働局総合労働相談コーナー 

 月曜～金曜日 ８:３０～１７:１５ 

●上記以外の総合労働相談コーナー 

 月曜～金曜日 ９:３０～１７:００  

※土・日曜日、祝祭日、年末年始は受け付け

ていません。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

均等法・育介法・

パート有期労働

法・労推法に基づ

く長崎紛争調整

委員会による調

停 

 

＜制度概要＞ 

 労働者と事業主との間で、男女雇用機会均等

法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇

用労働法、労働施策総合推進法に係る民事上の

個別労働紛争について、長崎労働局長から委任

を受けた長崎紛争調整委員会（弁護士等の委員

で構成）から選任された調停委員が紛争解決に

向けて「調停」を実施します。長い時間と多く

の費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ

簡便です。紛争当事者間で調停案に合意が成立

した場合、受諾された調停案は民事上の和解契

約の効力をもちます。 

 なお、相手方が不参加の意思表明を行った場

合、解決の見込み及び合意が図られない場合は、

調停手続きは打ち切りとなります。 

 非公開のためプライバシーは保護され、調停

を申請したことを理由に事業主が不利益な取扱

いをすることは禁止されています。 

 

＜費用＞ 無 料 

 

＜受付日時＞ 

月曜～金曜日 ８:３０～１７:１５ 

※土・日曜日、祝祭日、年末年始は受け付け

ていません。 

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

－３－ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 

     

 長 崎 労 働 相 談 情 報 セ ン タ ー  労働相談情報セ

ンターにおける

一 般 労 働 相 談 

特 別 労 働 相 談 

＜制度概要＞ 

賃金や勤務時間などの労働条件、解雇、退職、

いじめやパワハラ等職場で起こる様々な問題に

ついて相談を受け助言を行います（相談内容に

応じて他機関等をご紹介する場合もありま

す。）。 

特別労働相談では専門的、高度な相談内容に

ついて弁護士による助言を受けることができま

す。 

＜相談方法＞ 

一般労働相談は電話又は面談。予約は不要。 

特別労働相談は面談。要事前予約。あらかじ

め職員による相談を受けていただきます。 

＜費用＞ 

無料 

＜相談日時＞  

●電話による相談 

月曜～金曜日 ９:００～１７:００ 

※祝祭日、年末年始は受付けていません。 

●面談による相談 

（長崎） 

月曜～金曜日 ９：００～１７：００ 

 相談場所：長崎県庁行政棟５階 労働相談室 

     （長崎市尾上町３－１） 

 ※祝祭日、年末年始は受付けていません。 

（佐世保） 

 毎週水曜日 １０：００～１７：００ 

 相談場所：長崎県県北振興局本館４階 労働相談室 

     （佐世保市木場田町３－２５） 

 ※祝祭日、年末年始は受付けていません。 

●弁護士による特別労働相談 

 毎週第４水曜日(祝祭日除く。佐世保は奇数月のみ。) 

１３：３０～１５：３０ 

 実施場所：(長崎)長崎県庁行政棟５階 労働相談室 

           （佐世保）長崎県県北振興局本館４階 

          労働相談室 

＜その他＞ 

 詳細は長崎労働相談情報センターにお問い合

わせ下さい。 

 〒850-8570  

 長崎市尾上町３－１  

 長崎県庁雇用労働政策課内(行政棟５階)  

 フリーダイヤル ０１２０(７８３)２５８   

  ＴＥＬ ０９５(８２１)１４５７   

 フリーダイヤル ０１２０(７８３)３６９   

 ＴＥＬ ０９５(８２０)０１６６   

 ＦＡＸ ０９５(８９５)２５８２   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

長 崎 県  労 働 相 談 情 報 セ ン タ ー 

－４－ 



 

  

 

 

 

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 
     

 長 崎 県 労 働 委 員 会 事 務 局  長崎県労働委員

会による個別的

労 使 紛 争 の 

あ っ せ ん 

＜制度概要＞ 

 労働者個人と使用者との間で生じた紛争を、

あっせん員が中立的な立場から、当事者双方の

主張を聞きながらお互いの合意点を見いだし、

歩み寄りによる解決をお手伝いする制度です。 

●あっせん員 

  原則として、労働委員会の公益委員、労働

者委員、使用者委員の三者で構成されます。 

・公益委員：公益を代表する委員 

弁護士や大学教授など 

・労働者委員：労働者を代表する委員 

労働団体役員など 

・使用者委員：使用者を代表する委員 

会社経営者、使用者団体役員など 

●あっせんの打切り 

  あっせんは、あくまでも当事者双方の紛争

解決への理解と協力に基づく制度です。   

このため、合意が困難と判断された場合に

は、あっせんを打切ることがあります。 

●秘密厳守 

  あっせんは非公開で行われ、秘密は守りま

す。 

 

＜費用＞ 

無料 

 

＜受付時間＞  

月曜～金曜日 ９:００～１７:４５ 

※土・日曜日、祝祭日、年末年始は受け付け

ていません。時期によっては、時間変更の

場合もあります。 

 

＜その他＞ 

 労働者個人ではなく、労働組合と使用者との

間の紛争については、労働争議の調整手続き又

は不当労働行為の救済手続きを利用することに

なります。 

詳細は長崎県労働委員会事務局にお問い合わ

せ下さい。 

 

＜注意点＞ 

相談業務は行っておりません。 

 〒850-8570  

 長崎市尾上町３－１  

 長崎県庁行政棟７階  

 ＴＥＬ ０９５(８２２)２３９８   

 ＦＡＸ ０９５(８２５)６３８７   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
     

長 崎 県  労 働 委 員 会 

－５－ 



 

  

 

 

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 

     

 法 テ ラ ス 長 崎  法テラスによる

情 報 提 供 

＜制度概要＞ 

利用者からの問い合わせに応じて、専門の職

員が、法的な手続き等に関する情報と、相談機

関・団体に関する情報を無料で提供します。 

法的トラブルにあい、どのような解決方法が

あるのか分からない、どこに相談したらよいか

分からないという方々に、解決のための道案内

をいたします（個々のトラブル等に応じて法的

判断を行い、解決策をアドバイスする「弁護士

や司法書士による法律相談」とは異なりますの

でご注意ください）。 

 

＜費用＞ 

無料（電話での問い合わせ時の電話代は利用

者負担） 

 

＜利用可能日・時間＞ 

●法テラス長崎（電話・面談） 

月曜～金曜日 ９:３０～１６:３０ 

※土・日曜日、祝祭日、年末年始は受け付け

ていません 

●法テラスサポートダイヤル（電話） 

月曜～金曜日 ９:００～２１:００ 

土曜日    ９:００～１７:００ 

※日曜日、祝祭日、年末年始は受け付けてい

ません 

 

＜その他＞ 

詳細は法テラス長崎にお問い合わせ下さい。 

 〒850-0875  

 長崎市栄町１－２５   

 長崎ＭＳビル２階   

  ナビダイヤル   

  ０５７０－０７８３６２   

  IP電話から   

 ０５０（３３８３）５５１５   

    

    

 法 テ ラ ス サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル   

 ＴＥＬ ０５７０(０７８)３７４   

  ナビダイヤル   

 ＩＰ電話から   

 ０３(６７４５)５６００   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

   民事法律扶助 ＜制度概要＞ 

 経済的に余裕がない方（注意点記載の基準を

満たす方）が法的トラブルにあった時に無料で

法律相談を行います。必要な方には審査のうえ、

弁護士・司法書士費用の立替えを行います。 

 

＜利用方法＞  

法律相談：面談（予約制） 

※電話による法律相談は行っておりません。 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

  

－６－ 

日本司法支援センター（法テラス長崎） 



 

  

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 

     

＜費用＞ 

法律相談は無料。 

弁護士・司法書士費用は立替えですので、月

額５千円～１万円程度の分割にて返済していた

だきます。  

 

＜予約・問い合わせ日・時間＞ 

月曜～金曜日 ９：００～１７：００ 

※土・日曜日、祝祭日、年末年始は受け付け

ていません 

※相談日は月・水・金。 

 

＜注意点＞ 

 収入・資産が一定基準以下の方が対象となり

ます。要件確認の結果、該当しない場合は、他

の機関を紹介いたします。 

  

援助を受けるためには、 

①月収が一定額以下であること 

単 身 者 １８２，０００円以下 

２人家族 ２５１，０００円以下等 

②保有資産が一定額以下であること 

単 身 者 １８０万円以下 

２人家族 ２５０万円以下等  

③勝訴の見込みがないとはいえないこと 

④民事法律扶助の趣旨に適すること   

等の条件を満たす必要があります。 

  

※弁護士をつけて労働審判や裁判を行う個人の

方が対象になります。 

※法律相談の場合は、上記③は不要です。 

 

＜その他＞ 

詳細は法テラス長崎にお問い合わせ下さい。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－７－ 



 

  

 

 

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 

     

 長 崎 法 律 相 談 セ ン タ ー  無 料 法 律 相 談 ＜利用方法＞ 

相談会場：長崎県弁護士会 

※おひとり２０分以内の相談時間 

 ※同一内容につき２回までの相談とさせてい

ただきます。 

＜相談日時＞ 

火曜日 １２:００～１４:００（要予約） 

予約方法：相談日前日（月曜日）１３時から

（月曜日が休日の場合は相談日当日10時から）

無料法律相談の予約専用電話にて受付けます。 

予約専用℡：０９５（８２５）９２９２ 

定員：６名 

＜その他＞ 

交通事故相談（刑事・行政除く）は別途無料

相談制度がありますので、長崎法律相談セン

ターにお問い合わせ下さい。 

 〒850-0875   

 長崎市栄町１－２５   

 長崎MSビル４階 長崎県弁護士会   

 ＴＥＬ ０９５(８２４)３９０３   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

     

   有 料 法 律 相 談 

（ 土 曜 相 談 ） 

＜利用方法＞ 

 相談会場：長崎県弁護士会 

※おひとり３０分程度の相談時間 

※要予約：事前に弁護士会にお電話でご予約

下さい。 

 ＴＥＬ：０９５（８２４）３９０３ 

             （弁護士会代表） 

＜相談日時＞ 

土曜日 １３:００～１６:００ 

＜相談料＞ 

 ３０分 ５，５００円（税込） 

 ※多重債務のご相談は初回のみ無料になりま 

  す。ご希望の方はお申し出下さい。 

 ※法テラスの基準に該当する方は、相談援助 

  による無料相談が可能です（回数制限あり 

  ）。ご希望の方はお申し出下さい。 

＜その他＞ 

 詳細は長崎法律相談センターにお問い合わせ

下さい。 

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

有 料 法 律 相 談 

（ 民 事 当 番 

弁護士制度） 

 

＜利用方法＞ 

相談会場：その日の担当弁護士の法律事務所 

おひとり３０分程度の相談時間 

相談する日に弁護士会（095-(824)3903）にお

電話いただき、当日の担当弁護士をご確認のう 

   

   

   

    

  

 

 

  

－８－ 

長 崎 県 弁 護 士 会 



 

  

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 

    え、ご自身でその弁護士の事務所に電話で予約

をお取りいただいた後、事務所にてご相談下さ

い。 

＜相談日時＞ 

月曜日～金曜日 １０:００～１６:００ 

＜相談料＞ 

 ３０分 ５，５００円（税込） 

 ※多重債務のご相談は初回のみ無料になりま 

  す。ご希望の方はお申出下さい。 

 ※法テラスの基準に該当する方は、相談援助 

  による無料相談が可能です（回数制限あり 

  ）。ご希望の方はお申出下さい。 

＜その他＞ 

 詳細は長崎法律相談センターにお問い合わせ

下さい。 

    

    

    

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

＜利用方法＞ 

相談会場：その日の担当弁護士の法律事務所 

     （長崎市内） 

おひとり３０分程度の相談時間 

要予約：事前に弁護士会にお電話でご予約下 

    さい。担当弁護士の事務所をお伝え 

    します。 

℡：０９５（８２４）３９０３ 

          （弁護士会代表） 

＜相談日時＞ 

水曜日 １７:００～２０:００ 

 

＜相談料＞ 

 ３０分 ５，５００円（税込） 

 ※多重債務のご相談は初回のみ無料になりま 

  す。ご希望の方はお申出下さい。 

 ※法テラスの基準に該当する方は、相談援助 

  による無料相談が可能です（回数制限あり 

  ）。ご希望の方はお申出下さい。 

＜その他＞ 

 詳細は長崎法律相談センターにお問い合わせ

下さい。 

 

  夜 間 相 談 

（夜間民事当番

弁 護 士 制 度 ） 

  

  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

   

－９－ 



 

  

 問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 

     

＜利用方法＞ 

相談会場：長崎県弁護士会佐世保支部 

おひとり３０分程度の相談時間 

 要予約：事前に弁護士会佐世保支部にお電話 

     でご予約下さい。 

 ℡：０９５６（２２）９４０４ 

         （弁護士会佐世保支部） 

＜相談日時＞ 

水・土曜日 １３：００～１６：００ 

第３水曜日除く 

＜相談料＞ 

 ３０分 ５，５００円（税込） 

 ※多重債務のご相談は初回のみ無料になりま 

  す。ご希望の方はお申出下さい。 

 ※法テラスの基準に該当する方は、相談援助 

  による無料相談が可能です（回数制限あり 

  ）。ご希望の方はお申出下さい。 

＜その他＞ 

 詳細は佐世保法律相談センターにお問い合わ

せ下さい。 

 

 

佐 世 保 法 律 相 談 セ ン タ ー  有 料 法 律 相 談 

〒857-0806   

佐世保市島瀬町４－１２   

シティヒルズ カズバ２階   

長崎県弁護士会佐世保支部   

ＴＥＬ ０９５６(２２)９４０４   

   

   

   

   

   

   

     

＜制度概要＞ 

 中小企業・個人事業主が対象 

初回のみ無料相談（ただし、初回相談の場合

でも３０分を超えた場合は有料相談になりま

す。） 

相談場所：相談担当の各弁護士事務所 

電話受付後、折り返し担当弁護士からご連絡

いたします。 

＜相談日時＞ 

月曜～金曜日 １０：００～１６：００ 

ＴＥＬ ０５７０(００１)２４０ 

（全国共通電話番号(地域の弁護士会の専用窓

口に繋がります。）） 

 ひ ま わ り ホ ッ ト ダ イ ヤ ル  無 料 法 律 相 談 

 〒850-0875   

 長崎市栄町１－２５   

 長崎MSビル４階 長崎県弁護士会   

 ＴＥＬ０５７０（００１）２４０   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 
－10－ 



 

  

 

  

  問 い 合 わ せ 先  利用できる制度 制 度 の 概 要 な ど 

      

  長 崎 県 社 会 保 険 労 務 士 会  長崎県社会保険

労務士会による 

総合労働相談 

＜制度概要＞ 

賃金不払、パワハラ、退職勧奨など労働

問題全般に関する疑問に社会保険労務士が

お答えします。 

 

＜利用方法＞ 

 電話相談、面談による相談 

 

＜費用＞ 

 無料（電話相談時の電話代は相談者負担） 

 

＜受付日時＞ 

  水曜日 １３:３０～１６:００ 

（祝日除く） 

電話相談、面談による相談を実施してい

ます。 

 

＜その他＞ 

詳細は長崎県社会保険労務士会にお問い

合わせ下さい。 

  〒850-0027      

  長崎市桶屋町５０－１   

  杉本ビル３階Ｂ   

  ＴＥＬ ０９５(８２４)８２３０   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

  社労士会労働紛争解決センター長崎  労働紛争解決セ

ンターによる 

あ っ せ ん 

＜制度概要＞ 

主に、労働関係諸法令の専門家である特

定社会保険労務士（あっせん員）が職場の

トラブル（解雇、賃金問題等）の当事者（労

働者・経営者）双方の言い分を聴きとり、

協議によって、簡易、迅速、安価に円満解

決を図ります。気軽に利用でき、迅速・円

満・低廉に解決できる制度です。 

 

＜費用＞ 

 相談無料 

申立手数料は有料（令和４年３月３１日

までは無料） 

 

＜その他＞ 

詳細は長崎県社会保険労務士会にお問い

合わせ下さい。 

  〒850-0027      

  長崎市桶屋町５０－１   

  杉本ビル３階Ｂ  

  ＴＥＬ ０９５(８２４)８２３０   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

長 崎 県 社 会 保 険 労 務 士 会 

－11－ 
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